
様式第2号（第4条関係）
色麻町優良系統豚導入奨励金交付指令書

色麻町指令第　　　　　号

住所　　　　　　　　　　　　

氏名　　　　　　　　　　　　

　　　　年　　月　　日付けで申請のあった優良系統豚の導入奨励金については、色麻町優良系統豚導入奨励金交付規則第4条の規定により、下記の条件を付して金　　円を交付する。

　　　　　　年　　月　　日

色麻町長　　　　　　　　　　　　

記

1　本規則対象豚は、転貸、委託その他いかなる理由をもっても他人に飼育管理させてはならない。移動制限年限は、奨励金交付後2年間とする。

2　対象豚について、重大な事故が発生した場合は、その状況を文書により報告すること。報告義務年限は奨励金交付後2年間とする。

3　本規則に違反した場合は、奨励金の一部又は全部の返還を命ずることがある。

